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第 1 固定資産減免処分に関する請求の趣 旨第 2項に関する控訴理由

1 原判決

原判決は、 「大成殿・啓聖祠について、那覇市税条例 71条 1項 2号又

は 4号 に該 当するもの として固定資産税の減免 申請をしてお り、これに対

し、那覇市長は同項 2号該 当性 を認めて本件減免処分を行ったことは明 ら

かであって、本件減免処分は当初か ら同項 2号 に基づ くものであった とい

うほかはない。」 とし、本件減免処分に係 る固定資産税減免決定通知書に

おいて、 「那覇市税条例 71条 1項第 4号の規定に基づ」 く決定である旨

が記載 されていることは、誤った処分理 由の教示であった とい うことにな

るが、処分理 由の教示が、行政庁の恣意を抑制す るとともに名宛人におけ

る不服 申立て等の便宜を図る趣 旨で要求 されていることに照 らす と、本件

減免処分が処分理 由の教示が、行政庁の恣意 を抑制す るとともに名宛人に



おける不服 申立等の便宜を図る趣 旨で要求 されていることに照 らす と、本

件減免処分が名宛人に対たる補助参加人に対す る授益的処分である以上、

処分理 由の教示が誤っていたことをもって、本件受益処分が違法を来す も

のとは考えられない」 とい う。

2 本件処分証書

本件減免処分に係 る固定資産税減免決定通知書は処分証書 (意 思表示そ

の他の法律行為が文書によって された場合のその文書)で あ り、特段の事

情の有無を検討することな く、形式的証拠力が認 め られれば、特段の事情

の有無を検討す ることな く、作成者がその文書に記載 されている意思表示

その他の法律行為を行った と認定される。

本件減免処分は当該通知を離れて存在 しない。つま りはのであるか ら、

た とえ那覇市が処分理 由の記載を間違っていた としても、そこでの決定は、

あくまで那覇市税条例 71条 1項 4号 に基づ くものである。同条同項 2号

に基づ く決定はどこにも存在 しないとい うほかはない。

そもそ も那覇市はその当初の主張か らみて、同条同項 4号に基づ く減免

決定を行った可能性が濃厚であ り、同条同項 2号に基づ く減免決定であっ

たことが 「明 らか」だ とい う原判決の認定には疑間がある。一審判決のさ

なかにおいて、控訴人による指摘があっては じめて誤記である旨主張 して

きたのであ り、那覇市はそれまでも、そ してそれまでも 4号に基づいて減

免処分 を行ってきたのであった (そ うでない とい うのであれば、その前後

の決定通知書を提出されたい)。

3 補助参加 人の不利益について

原判決は処分理 由の教示が行政庁の恣意を抑制す るとともに名宛人にお

ける不服 申立て等の便宜を図る趣 旨で要求 されているとしなが ら、後者の

理 由を重視す るが、これは間違っている。それが受益処分であることは、

それが恣意的ない し不当なものであった場合は、忽 ち市民の不利益になる

のであ り、那覇市における財政民主主義を担保 し、市長の恣意的運用を統

制するものとい う重要な役割を担っていることを失念するものである。

原判決は 「 (行政庁が処分理由の教示を誤ったことのみをもって受益処

分が違法 となるとすれば、かえって名宛人に とって不利益 となるのであ り、
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かか る結論 が不合理 であることは明 らかである。 )」 とす るが、 これ も 一

面的である。

行政庁 が処分理 由の教示 を間違 って免 除決定 を行 い、それ がために名宛

人の不服 申立ての機 会 が失 われ た場合 、かか る行政庁 の過誤 に よって不利

益 を被 った名宛人 は、国賠請求 1条 に よって損害賠償 す る ことに よって不

利 益 を回復す るのが法 の建前であ る。決定通知書 にお ける根拠理 由 (根 拠

条項)を誤記 だ と して一旦行 った決定 の性質 を 3年後 にな って も変更で き

る とす る原判決の解釈 は余 りに使宜的に過 ぎるといわ ざるをえない。

4 結論

固定資産税減免 処分 にかか る請 求の趣 旨第 2項 の請求 に対す る原判決 が

失 当であることは明 らかである。

以上
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